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１【提出理由】

　当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたし

ましたので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19

号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

１．当該事象の発生年月日

2026年１月30日

 

２．当該事象の内容

　当社は、2026年１月６日開催及び2026年１月13日付の取締役会において、当社が発行した2028年満期ユーロ円建転

換社債型新株予約権付社債（以下、「本新株予約権付社債」という。）の買入れ（以下、「本買入れ」という。）に

ついて決議しておりましたが、2026年１月30日に買入対象となる本新株予約権付社債の額面金額の合計が下記(2)に

記載の通り確定いたしました。

　買入れを行った本新株予約権付社債については、下記(6)に記載の買入消却実施日に消却する予定であり、当該消

却に伴い特別損失を計上する見込みであります。本新株予約権付社債の買入価額は、下記(3)に記載の計算方法に基

づき、2026年２月24日に確定する見込みであり、当該買入価額の確定によって本新株予約権付社債の消却に伴う特別

損失の金額が確定しましたら、本臨時報告書の訂正報告書を提出する予定であります。

 

(1）買入銘柄名

2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

 

(2）買入対象となる本新株予約権付社債の額面金額

　　合計　59,990百万円

 

(3）買入価額

　　各本新株予約権付社債につき以下の計算式に基づき算出される百分率に額面金額10,000,000円を乗じた金額

 

CB価格＋調整金額＋買取プレミアム＋早期応募者に限る追加プレミアム

「CB価格」とは、161.148％をいう。

「調整金額」とは、下記の調整金額の計算式に基づき算出される百分率をいう。

「買取プレミアム」は、３％とする。

「早期応募者に限る追加プレミアム」は、2026年１月15日午後４時（ロンドン時間）までに本買入れに応募が

あった本新株予約権付社債（額面金額合計57,930百万円）にのみ適用される追加プレミアムであり、１％とす

る。

 

調整金額の計算式：(参照株価－公表日株価終値)×転換比率÷額面金額

「参照株価」とは、2026年２月２日から2026年２月24日（いずれも当日を含む。）までの間の各取引日における

当社普通株式の売買高加重平均価格の算術平均値をいう（ただし、公表日株価終値を下回る場合は公表日株価終

値をいう。）。

「公表日株価終値」とは、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の2026年１月６日の終値で

ある1,700円をいう。

「転換比率」とは、各本新株予約権付社債の額面金額である10,000,000円を、2026年１月６日現在の本新株予約

権付社債の転換価額で除した数である9,379.9831をいう。

「額面金額」とは、各本新株予約権付社債の額面金額である10,000,000円をいう。

 

(4）買入価額の総額

未定

 

(5）買入対象となる本新株予約権付社債の帳簿価額

　　合計　60,073百万円

 

(6）買入消却実施日

2026年２月26日（予定）
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３．当該事象の損益及び連結損益に与える影響額

　上記２に記載の通り本新株予約権付社債の消却を行う予定であるため、2026年２月期の個別財務諸表及び連結財務

諸表において、上記２(4)に記載の買入価額の総額と上記２(5)に記載の買入対象となる本新株予約権付社債の帳簿価

額の差額を特別損失として計上する見込みであります。なお、上記２(3)に記載の調整金額を除いて算出した買入価

額に基づき計算した買入価額の総額は99,051百万円であり、この場合における買入対象となる本新株予約権付社債の

帳簿価額の合計との差額は38,978百万円であります。

以　上
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